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１１））大大阪阪大大学学学学部部学学則則  

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この学則は、大阪大学（以下「本学」とい

う。）の学部の修業年限、教育課程その他の学生の

修学上必要な事項について、定めるものとする。 

（教育研究上の目的の公表等） 

第１条の２ 本学は、学部又は学科ごとに、人材の

養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定

め、公表するものとする。 

（学部及び学科） 

第２条 本学に、次の学部及び学科を置く。 

文学部 人文学科 

人間科学部 人間科学科 

外国語学部 外国語学科 

法学部 法学科、国際公共政策学科 

経済学部 経済・経営学科 

理学部 数学科、物理学科、化学科、生物科学科 

医学部 医学科、保健学科 

歯学部 歯学科 

薬学部 薬学科 

工学部 応用自然科学科、応用理工学科、電子

情報工学科、環境・エネルギー工学科、地球総合

工学科 

基礎工学部 電子物理科学科、化学応用科学科、

システム科学科、情報科学科 

（収容定員） 

第３条 前条に定める学部及び学科の収容定員は、

別表１のとおりとする。 

（学年） 

第４条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１

日に終わる。 

（学期） 

第５条 学年を分けて、次の４学期とする。 

春学期  

夏学期 

秋学期 

冬学期 

 

 

 

 

２ 春学期及び秋学期の開始日は、それぞれ４月１

日及び10月１日とし、夏学期及び冬学期の開始日

は、総長がその都度定める。 

３ 夏学期及び冬学期の終了日は、それぞれ９月30

日及び３月31日とし、春学期及び秋学期の終了日

は、総長がその都度定める。 

（休業日） 

第６条 休業日は、次のとおりとする。 

 日曜日及び土曜日 

国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

及び天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われ

る日を休日とする法律（平成30年法律第99号）に

規定する休日 

大阪大学記念日 ５月１日 

春季休業 ４月１日から４月10日まで 

夏季休業 ８月５日から９月30日まで 

冬季休業 12月25日から翌年１月７日まで 

２ 春季休業、夏季休業及び冬季休業については、

学部の事情により学部長が総長の承認を得て、そ

の都度変更することができる。 

３ 臨時の休業日については、総長がその都度定め

る。 

第７条 削除 

第２章 学生 

（修業年限） 

第８条 修業年限は、４年とする。ただし、医学部医

学科、歯学部及び薬学部については、６年とする。 

２ 第10条の５の規定に基づき、長期にわたる教育

課程の履修を認められた者（以下「長期履修学生」

という。）は、当該許可された年限を修業年限とす

る。 

（在学年限） 

第９条 在学年限（長期履修学生の在学年限にあっ

ても同様とする。）は、８年とする。ただし、医学

部医学科、歯学部及び薬学部については、12年と

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第14条から第15条ま

での規定により、入学を許可された者の在学年限

については、学部規程で別に定める。 

３ 学生が前２項に規定する在学年限に達したとき
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は、当該学生はその身分を失う。 

（教育課程及びその履修方法等） 

第10条 教育課程は、本学、学部及び学科の教育上

の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、

教養教育、専門教育及び国際性涵養教育を基に体

系的に編成するものとする。 

２ 授業科目の区分は、次のとおりとする。 

教養教育系科目 

学問への扉、基盤教養教育科目、高度教養教

育科目、情報教育科目、健康・スポーツ教育科

目、アドヴァンスト・セミナー、コミュニケー

ションデザイン科目 

専門教育系科目 

専門基礎教育科目、専門教育科目 

国際性涵養教育系科目 

マルチリンガル教育科目、高度国際性涵養教

育科目、国際交流科目、グローバルイニシア

ティブ科目 

３ 前項に定める区分の各授業科目、履修方法等に

ついては、学部規程で別に定める。ただし、全学の

協力のもとに実施する科目については、全学共通

教育科目として別に定める。 

４ 前項の規定にかかわらず、教養教育系科目のコ

ミュニケーションデザイン科目並びに国際性涵養

教育系科目の国際交流科目及びグローバルイニシ

アティブ科目の開設並びに履修方法等については、

別に定める。 

５ 第２項に定めるもののほか、教職教育科目を開

設し、その授業科目、履修方法等については、別に

定める。 

（大学院等高度副プログラム） 

第10条の２ 前条の教育課程のほか、幅広い分野の

素養等を培う教育を行うため、大学院等高度副プ

ログラムを開設する。 

２ 大学院等高度副プログラムに関し必要な事項は、

別に定める。 

（授業の方法） 

第10条の２の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若

しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用に

より行うものとする。 

２ 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるとこ

ろにより、多様なメディアを高度に利用して、当

該授業を行う教室等以外の場所で履修させること

ができる。 

３ 第１項の授業は、外国において履修させること

ができる。前項の規定により、多様なメディアを

高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場

所で履修させる場合についても、同様とする。 

４ 第１項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定

めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所

で行うことができる。 

（単位の計算方法） 

第10条の２の３ 各授業科目の単位数を定めるに当

たっては、１単位の授業科目を45時間の学修を必

要とする内容をもって構成することを標準とし、

授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授

業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準に

より単位数を計算するものとする。 

⑴ 講義及び演習については、15時間から30時間

までの範囲で学部規程又は全学共通教育規程で

定める時間の授業をもって１単位とする。 

⑵ 実験、実習及び実技については、30時間から

45時間までの範囲で学部規程又は全学共通教育

規程で定める時間の授業をもって１単位とする。 

⑶ １の授業科目について、講義、演習、実験、実

習又は実技のうち２以上の方法の併用により行

う場合については、その組み合わせに応じ、前

２号に規定する基準を考慮して学部規程又は全

学共通教育規程で定める時間の授業をもって１

単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究

等の授業科目については、これらの学修の成果を

評価して単位を授与することが適切と認められる

場合には、これらに必要な学修を考慮して、単位

数を定めることができる。 

（学修証明書等） 

第10条の２の４ 第10条に規定する教育課程の一部

をもって体系的に開設する授業科目の単位を修得

した学生に対し、学校教育法施行規則（昭和22年

文部省令第11号）第163条の２に規定する学修証明

書を交付することができる。 

２ 前項に規定する体系的に開設する授業科目は、

学修証明プログラムと称する。 

３ 前項に定めるもののほか、学修証明プログラム

に関し必要な事項は、別に定める。 

（他の大学等における授業科目の履修） 
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第10条の３ 学部長（学部長から委任を受けた者を

含む。以下同じ。）が教授会の議を経て教育上有益

と認めるときは、他の大学、専門職大学若しくは

短期大学（専門職短期大学を含む。以下同じ。）又

は外国の大学（専門職大学に相当する外国の大学

を含む。以下同じ。）若しくは短期大学との協議に

基づき、学生に当該大学の授業科目を履修させる

ことができる。ただし、やむを得ない事情により、

外国の大学又は短期大学との協議を行うことが困

難な場合は、これを欠くことができる。 

２ 前項の規定により、学生が他の大学、専門職大

学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期

大学において修得した単位は、60単位を限度とし

て、卒業に要する単位に算入することができる。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第10条の３の２ 学部長が教授会の議を経て教育上

有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高

等専門学校の専攻科における学修その他文部科学

大臣が定める学修を、本学における授業科目の履

修とみなし、学部の定めるところにより単位を与

えることができる。 

２ 前項の規定により与えることのできる単位は、

前条第２項により修得した単位と合わせて60単位

を限度とする。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第10条の４ 学部長が教授会の議を経て教育上有益

と認めるときは、本学に入学した者が本学入学前

に大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の

大学若しくは短期大学において修得した授業科目

の単位（大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）

第31条第１項に規定する科目等履修生及び同条第

２項に規定する特別の課程履修生として修得した

単位を含む。）を、本学において修得したものとし

て認定することができる。 

２ 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認める

ときは、本学に入学した者が本学入学前に行った

前条第１項に規定する学修を、本学における授業

科目の履修とみなし、学部の定めるところにより

単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとして認定し、

又は与えることのできる単位数は、第14条から第

15条までの規定により入学又は転学を許可された

場合を除き、本学において修得した単位以外のも

のについては、第10条の３第２項及び前条第２項

の規定により修得した単位と合わせて60単位を限

度とする。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第10条の５ 学部長は、別に定めるところにより、

学生が、職業を有している等の事情により、第８

条第１項に規定する修業年限を超えて一定の期間

にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業するこ

とを希望する旨を申し出たときは、その計画的な

履修を認めることができる。 

（教育職員の免許状授与の所要資格の取得） 

第10条の６ 本学における教育職員の免許状授与の

所要資格の取得方法は、別に定める。 

（試験及び評価） 

第10条の７ 履修した各授業科目の合否は、当該授

業担当教員が実施する筆記試験によって決定する。

ただし、試験に代わる方法によることもできる。 

２ 各授業科目の試験の成績は、100点を満点として

次の評価をもって表し、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格、

Ｆを不合格とする。 

Ｓ（90点以上） 

Ａ（80点以上90点未満） 

Ｂ（70点以上80点未満） 

Ｃ（60点以上70点未満） 

Ｆ（60点未満） 

（成績評価基準等の明示等） 

第10条の８ 本学においては、学生に対して、授業

の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあら

かじめ明示するものとする。 

２ 本学においては、学修の成果に係る評価及び卒

業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保

するため、学生に対してその基準をあらかじめ明

示するとともに、当該基準に従って適切に行うも

のとする。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第10条の９ 本学においては、授業の内容及び方法

の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施

するものとする。 

（入学） 

第11条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、

特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと学

部長が認めたときは、夏学期、秋学期及び冬学期

の始めに入学させることができる。 
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第12条 入学することのできる者は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。 

⑴ 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

⑵ 通常の課程により、１２年の学校教育を修了

した者又は通常の課程以外の課程によりこれに

相当する学校を修了した者 

⑶ 外国において、学校教育における１２年の課

程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学

大臣の指定したもの 

⑷ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程

を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者 

⑸ 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上で

あることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指

定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者 

⑹ 文部科学大臣の指定した者 

⑺ 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文

部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認

定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定

による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26

年文部省令第13号）による大学入学資格検定に

合格した者を含む。） 

⑻ 本学において、個別の入学資格審査により、

高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認められた者で、18歳に達したもの 

第13条 入学を志願する者に対して選抜試験を行い、

総長は、教授会の議を経て、入学を許可すべき者

を決定する。 

２ 選抜試験については、別に定める。 

第14条 次の各号のいずれかに該当する者について

は、総長は、学部規程の定めるところにより、教授

会の議を経て、入学を許可することがある。 

⑴ 一の学部を卒業し、更に他の学部又は同一学

部の他の学科（文学部、人間科学部及び外国語

学部の場合にあっては、同一学科の他の専攻分

野）に入学を志願する者 

⑵ 学部を退学した後、更にその学部に入学を志

願する者 

⑶ 他の大学又は専門職大学の学部を卒業し、更

に本学の学部に入学を志願する者 

２ 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支

援学校の高等部の専攻科の課程（修業年限が２年

以上であることその他の文部科学大臣が定める基

準を満たすものに限る。）を修了した者（学校教育

法第90条第１項に規定する者に限る。）で、本学の

学部に編入学を志願するものについては、総長は、

当該学部規程の定めるところにより、教授会の議

を経て、編入学を許可することがある。 

３ 高等専門学校を卒業した者で、工学部又は基礎

工学部に編入学を志願するものについては、総長

は、当該学部規程の定めるところにより、教授会

の議を経て、編入学を許可することがある。 

第14条の２ 次の各号のいずれかに該当する者で、

法学部第３年次に入学を志願するものについては、

総長は、法学部規程の定めるところにより、教授

会の議を経て、入学を許可することがある。 

⑴ 大学若しくは専門職大学を卒業した者又は学

校教育法第104条第７項の規定により学士の学

位を授与された者 

⑵ 大学又は専門職大学において２年以上在学し、

法学部が別に定める所定の単位を修得した者 

⑶ 外国において学校教育における14年以上の課

程（日本における通常の課程による学校教育の

期間を含む。）を修了した者（外国において最終

の学年を含め２年以上継続して学校教育を受け

ていた者に限る。） 

⑷ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

第14条の３ 次の各号のいずれかに該当する者で、

人間科学部又は経済学部の第３年次に入学を志願

するものについては、総長は、当該学部規程の定

めるところにより、教授会の議を経て、入学を許

可することがある。 

⑴ 大学若しくは専門職大学を卒業した者又は学

校教育法第104条第７項の規定により学士の学

位を授与された者 

⑵ 大学又は専門職大学において２年以上在学し、

当該学部が別に定める所定の単位を修得した者 

⑶ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

⑷ 外国において、前３号に相当する学校教育に

おける課程を修了した者 

第14条の４ 外国語学部の第３年次、医学部の第２

年次若しくは第３年次又は歯学部の第３年次に入

学を志願する者については、総長は、当該学部規

程の定めるところにより、教授会の議を経て、入
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学を許可することがある。 

第15条 他の大学又は専門職大学の学部の学生で本

学に転学を志願する者については、総長は、学部

規程の定めるところにより、教授会の議を経て、

転学を許可することがある。 

２ 前項の規定により、転学を願い出た者は、その

際現に在学する大学又は専門職大学の長の許可書

を願書に添えなければならない。 

第16条 第14条から前条までの規定により、入学を

許可された者であって、既に１学年以上本学の授

業科目を学修したものと同等以上の学力があると

認定されたものの修業年数の計算については、既

に１学年以上本学において修業したものとみなす

ことができる。 

２ 前項の認定に当たり必要があるときは、学部規

程の定めるところにより、試験を行う。 

第17条 入学を志願する者は、所定の期日までに、

入学願書に別に定める書類を添えて、提出しなけ

ればならない。 

第18条 入学の許可は、別に定める書類の提出、入

学料の納付等所定の手続を経た者に対して行う。 

第19条 前２条に定める手続その他に虚偽又は不正

があった場合は、入学の許可を取り消すことがあ

る。 

第19条の２ 次の各号のいずれかに該当する者が、

その者に係る納付すべき入学料を所定の期日まで

に納付しないときは、当該学生はその身分を失う。 

⑴ 第45条の２第１項の規定により入学料の免除

を願い出た者で、免除が不許可となったもの又

は一部の免除が許可となったもの 

⑵ 第45条の３第１項の規定による入学料の徴収

猶予の可否を決定された者 

（転部等） 

第19条の３ 転部又は学科の変更を志願する学生に

ついては、志願先の学部長が、学部規程の定める

ところにより、転部又は学科の変更を許可するこ

とがある。 

２ 前項の規定により、転部を願い出た者は、その

際現に在学する学部の長の許可書を願書に添えな

ければならない。 

３ 第１項の場合において、既に修得した授業科目

の単位及び在学期間の認定は、教授会の議を経て

学部長が行う。 

（転学） 

第20条 他の大学又は専門職大学に転学を志願する

学生は、学部長に願い出て、その許可を受けなけ

ればならない。 

（留学） 

第20条の２ 第10条の３第１項の規定に基づき、外

国の大学又は短期大学に留学を志願する学生は、

学部長に願い出て、その許可を受けなければなら

ない。 

２ 前項により留学した期間は、第８条に規定する

修業年限に算入するものとする。 

（休学） 

第21条 学生が、疾病その他やむを得ない事由によ

り３月以上修学できない場合は、学部長の許可を

得て、その学年の終わりまで、休学することがで

きる。 

第22条 疾病のため、修学が不適当と認められる学

生に対しては、学部長は、休学を命ずることがで

きる。 

第23条 休学した期間は、在学年数には算入しない。 

第24条 休学期間は、４年を超えることができない。

ただし、医学部医学科、歯学部及び薬学部につい

ては、その休学期間は、６年を超えることができ

ないものとする。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、薬学部につ

いては、薬学部長が特別の事情があると認めたと

きは、休学期間を延長することができる。 

第25条 休学期間中に、その事由が消滅したときは、

学部長の許可を得て、復学することができる。 

（退学） 

第26条 学生が退学しようとするときは、事由を詳

記した退学願書を、学部長に提出し、その許可を

受けなければならない。 

第27条 削除 

（卒業） 

第28条 第８条に規定する期間在学し、所定の授業

科目を履修してその単位数を修得し、かつ、学部

規程に定める試験に合格した者に対し、学部長は、

教授会の議を経て、卒業を認定する。 

２ 前項の規定にかかわらず、医学部、歯学部及び

薬学部を除き本学に３年以上在学した者で、卒業

の要件として当該学部の定める単位を優秀な成績

で修得したと認めるものに対し、学部長は、当該
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学部規程の定めるところにより、教授会の議を経

て、卒業を認定することができる。 

３ 学部長は、前２項により卒業を認定したときは、

文書で総長に報告しなければならない。 

４ 第１項の規定による卒業に必要な単位のうち、

第10条の２の２第２項に規定する授業の方法によ

り修得する単位数は、60単位を超えないものとす

る。 

（学士の学位） 

第29条 総長は、前条により卒業の認定を受けた者

に対し、卒業を決定し、学士の学位を授与する。 

２ 前項の学位には、学部又は学科の区分に従い、

次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。 

文学部 文学 

人間科学部 人間科学 

外国語学部 言語・文化 

法学部 法学 

経済学部 経済学 

理学部 理学 

医学部 医学科 医学 

保健学科／看護学／保健衛生学 

歯学部 歯学 

薬学部 薬学 

工学部 工学 

基礎工学部 工学 

３ 本学において学士の学位を授与された者が、そ

の学位の名称を用いるときは、大阪大学と付記す

るものとする。 

４ 学士の学位記の様式は、別表２のとおりとする。 

（除籍） 

第30条 削除 

第31条 学生が故なく授業を受けないことが長きに

わたるとき、又は成業の見込みがないときは、教

授会の議を経て、総長は、除籍することができる。 

第32条 学生が授業料の納付を怠り、督促を受けて

なお納付しないときは、学部長は、除籍すること

ができる。 

（復籍） 

第32条の２ 前条の規定により除籍となった者から

復籍の願い出があったときは、学部長は、復籍を

認めることができる。 

（懲戒） 

第33条 学生に、本学の規則に違反し又はその本分

に反する行為があるときは、教授会の議を経て、

総長が懲戒する。 

２ 懲戒は、戒告、停学及び放学とする。 

３ 停学の期間は、第９条に規定する在学年限に算

入し、第８条に規定する修業年限に算入しない。

ただし、停学の期間が１月未満の場合には、修業

年限に算入することができる。 

４ 懲戒に関する手続は、別に定める。 

第３章 特別聴講学生、科目等履修生、聴

講生及び研究生 

（特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生） 

第34条 他の大学、専門職大学、短期大学若しくは

高等専門学校又は外国の大学若しくは短期大学と

の協議に基づき、学部長は、当該大学等に在学中

の者を特別聴講学生として入学を許可し、授業科

目を履修させることができる。 

第34条の２ 授業科目中１科目又は複数科目を選ん

で履修し、単位を修得しようとする者があるとき

は、学部長は、選考の上、科目等履修生として入学

を許可することがある。 

第35条 授業科目中１科目又は複数科目を選んで聴

講しようとする者があるときは、学部長は、選考

の上、聴講生として入学を許可することがある。 

第36条 学部において特定事項について攻究しよう

とする者があるときは、学部長は、選考の上、研究

生として入学を許可することがある。 

 

２ 研究生の入学の時期は、学年の始めとする。た

だし、特別の事情があるときはこの限りでない。 

３ 在学期間は原則として１年とする。ただし、研

究上必要と認めたときは在学期間を延長すること

ができる。 

第37条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生又は

研究生として入学を志願する者は、願書に別に定

める書類を添えて、学部長に提出しなければなら

ない。 

第38条 実習及び攻究に要する特別の費用は、科目

等履修生及び研究生の負担とする。 

第38条の２ 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生

及び研究生が次の各号のいずれかに該当するとき

は、学部長は、除籍することができる。 

⑴ 成業の見込みがないと認められるとき。 
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⑵ 授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付

しないとき。 

第39条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び

研究生については、この学則に定めるもののほか、

学部規程で定める。 

第４章 特別の課程 

（履修証明プログラム） 

第39条の２ 本学の学生以外の者を対象とした学校

教育法第105条に規定する特別の課程として、履修

証明プログラムを編成することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、履修証明プログラム

に関し必要な事項は、別に定める。 

第５章 外国人留学生 

（外国人留学生） 

第40条 外国人で留学のため、本学に学生、特別聴

講学生、科目等履修生、聴講生又は研究生として

入学を志願する者があるときは、選考の上、総長

又は学部長は、入学を許可することがある。 

２ 前項の許可を受け入学する者を外国人留学生と

いう。 

第41条 削除 

第42条 削除  

第43条 削除  

第６章 検定料、入学料及び授業料 

（検定料の納付） 

第44条 入学を志願する者は、願書提出と同時に、

検定料を納付しなければならない。 

（検定料の免除） 

第44条の２ 総長が相当の事由があると認めて別に

定めた場合は、検定料を免除することができる。 

（入学料の納付） 

第45条 入学に当たっては、所定の期日までに、入

学料を納付しなければならない。 

（入学料の免除等） 

第45条の２ 入学する者（科目等履修生、聴講生又

は研究生として入学する者を除く。以下この項及

び次条において同じ。）であって、次の各号のいず

れかに該当する特別な事情により入学料の納付が

著しく困難であると認められるものには、別に定

めるところにより、入学料の全部又は一部を免除

することができる。 

⑴ 入学前１年以内において、入学する者の学資

を主として負担している者（以下この号におい

て「学資負担者」という。）が死亡した場合、又

は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の

災害を受けた場合 

⑵ 前号に準ずる場合であって、総長が相当と認

める事由がある場合 

２ 第19条の２の規定により学生の身分を失った場

合は、別に定めるところにより、当該学生に係る

入学料を免除することができる。 

３ 本学学部に合格し、一方の学部に対する入学（編

入学、転入学及び聴講生、研究生としての入学を

除く。）手続を行った後に、その入学を辞退し、他

方の学部に対する入学手続を行う者については、

入学料を免除することができる。 

４ 前３項に定めるもののほか、総長が相当の事由

があると認めて別に定めた場合は、入学料を免除

することができる。 

第45条の３ 入学する者が次の各号のいずれかに該

当する場合には、別に定めるところにより、入学

料の徴収を猶予することができる。 

⑴ 経済的理由によって納付期限までに入学料の

納付が困難であると認められる場合 

⑵ 前条第１項第１号に掲げる場合で、納付期限

までに入学料の納付が困難であると認められる

場合 

⑶ その他やむを得ない事情があると総長が認め

た場合 

２ 前項の徴収猶予の期間は、当該入学に係る年度

を超えないものとする。 

第45条の４ 第45条の２第１項又は前条第１項の規

定により、入学料の免除又は徴収猶予を受けよう

とする者は、所定の期日までに必要書類を添えて、

総長に願い出るものとする。 

２ 前項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を

願い出た者に係る入学料の納付については、免除

又は徴収猶予の可否が決定するまでの間、猶予す

るものとする。 

（授業料の納付） 

第46条 学生は、授業料を毎年前期（４月から９月

まで）及び後期（10月から翌年３月まで）の２期に

分けて、所定の期日までに、年額の２分の１ずつ
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納付しなければならない。ただし、特別の事情が

ある場合は、月割分納を許可することができる。 

２ 第１項本文の規定にかかわらず、学生は、前期

に係る授業料を納付するときに、当該年度の後期

に係る授業料を併せて納付することができる。 

３ 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究

生は、各期に受講する単位数分又は月数分の授業

料を第１項（ただし書を除く。）に準じて納付しな

ければならない。 

４ 第１項ただし書の月割分納を許可された者は、

授業料年額の12分の１に相当する額を毎月納付し

なければならない。ただし、夏季及び冬季休業中

の授業料については、その開始前に納付させるも

のとする。 

第47条 学生が退学し、除籍又は放学された場合の

授業料については、別に定める場合を除くほか、

その納期に属する分は徴収する。 

２ 停学中の学生の授業料については、その期間中

も徴収する。 

（授業料の免除等） 

第48条 学生が休学した場合の授業料は、休学月の

翌月（休学する日が月の初日からのときは、その

月）から復学当月の前月まで月割をもって免除す

る。ただし、休学する日が前期にあっては５月以

後、後期にあっては11月以後であって、授業料の

徴収猶予又は月額分納を許可されていない者で、

かつ、前期にあっては４月末日までに、後期にあ

っては10月末日までに休学を許可されていないも

のの当該期の授業料については、この限りでない。 

２ 第19条の２の規定により学生の身分を失った場

合、第32条若しくは第38条の２の規定により学生

を除籍した場合、又は死亡若しくは行方不明のた

め、学籍を除いた場合は、当該学生に係る未納の

授業料の全額を免除することができる。 

３ 第49条の規定により授業料の徴収猶予を許可さ

れている学生が退学した場合は、月割計算により、

退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除

することができる。 

第49条 本学の学生（科目等履修生、聴講生及び研

究生を除く。）であって、経済的理由によって授業

料の納付が困難であると認めるとき、その他やむ

を得ない事情があると認めるときは、別に定める

ところにより、授業料の全部若しくは一部を免除

し、又はその徴収を猶予することができる。 

２ 前項の徴収猶予の期間は、当該年度を超えない

ものとする。 

第49条の２ 前２条に定めるもののほか、総長が相

当の事由があると認めて別に定めた場合は、授業

料を免除することができる。 

第50条 第49条の規定により授業料の免除又は徴収

猶予（月割分納の場合を含む。以下同じ。）を受け

ようとする者は、その事由を具して所定の期日ま

でに総長に願い出るものとする。 

２ 前項の規定により授業料の免除又は徴収猶予を

願い出た者に係る授業料の納付については、免除

若しくは徴収猶予の可否が決定するまでの間、猶

予するものとする。 

第51条 授業料の免除又は徴収猶予を受ける学生は、

納期ごとに総長が定める。 

第52条 授業料の免除を受けている者がその事由を

失ったときは、その当月から当該期末までの授業

料を月割をもって納付しなければならない。 

２ 授業料の徴収猶予を受けている者がその事由を

失ったときは、直ちに授業料を納付しなければな

らない。 

（授業料等の不徴収等） 

第52条の２ 第44条及び第45条の規定にかかわらず、

特別聴講学生に係る検定料及び入学料は徴収しな

い。 

２ 第46条第３項の規定にかかわらず、 特別聴講学

生が次のいずれかに該当する場合は、授業料を徴

収しない。 

⑴ 国立の大学又は専門職大学の学生 

⑵ 本学と相互に授業料の不徴収を定めた相互単

位互換協定（部局間協定を含む。）に基づき授業

科目を履修する公立若しくは私立の大学、専門

職大学若しくは短期大学又は国立、公立若しく

は私立の高等専門学校の学生 

３ 第44条､第45条及び第46条の規定にかかわらず、

国費外国人留学生制度実施要項（昭和29年３月31

日文部大臣裁定）に基づき入学する者及び本学と

外国の大学等との間において相互に検定料、入学

料及び授業料の不徴収を定めた大学間交流協定

（部局間交流協定を含む。）に基づき入学する者に

ついては、検定料、入学料及び授業料を徴収しな

い。 
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（検定料、入学料及び授業料の額） 

第53条 第44条の検定料、第45条の入学料及び第46

条の授業料の額は、大阪大学学生納付金規程（以

下「納付金規程」という。）の定めるところによる。 

（納付済の検定料、入学料及び授業料） 

第54条 納付済の検定料、入学料及び授業料は返付

しない。 

２ 第13条に規定する選抜試験における次の各号の

いずれかに該当する者に対しては、前項の規定に

かかわらず、その者の申出により、前項の検定料

のうち当該各号に掲げる額を返付する。 

⑴ 出願書類等による選抜（以下「第１段階目の

選抜」という。）を行い、その合格者に限り学力

検査その他による選抜（以下「第２段階目の選

抜」という。）を行う場合において、第１段階目

の選抜に合格しなかった者 納付金規程第２条

第４項に定める第２段階目の選抜に係る検定料

相当額（以下「第２段階目選抜検定料相当額」と

いう。） 

⑵ 出願を受け付けた後において、大学入学共通

テストの受験科目の不足により出願資格のない

ことが判明した者 第２段階目選抜検定料相当

額 

３ 第46条第２項の規定により前期分の授業料納付

の際、後期分授業料を併せて納付した者が、前期

末までに休学又は退学した場合は、納付した者の

申出により後期分授業料相当額を返付する。 

第７章 学寮等 

（学寮等） 

第55条 本学に、学寮及び外国人留学生を寄宿させ

る施設（以下「学寮等」という。）を設ける。 

２ 学寮等は、総長の監督に属する。 

第56条 学寮等について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この通則は、公布の日から施行する。 

２ 次の規程は、廃止する。 

大阪大学通則(昭和6年5月1日制定) 

３ この通則施行の際、現に在学する旧制学部の学

生については、学期、修業年限、在学年数、学科課

程、履修方法及び卒業については、なお従前の例

による。 

４ 昭和27年3月31日以前に入学し、引続き在学する

者並びに他の国立大学から転学した者の授業料に

ついては、なお従前の例による。 

５ 旧制の大学院に関する規定は、なお従前の例に

よる。 

（略） 

附 則 

この改正は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成26年11月19日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成28年２月17日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成28年６月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成29年３月21日から施行する。

ただし、第５条、第10条、第11条及び第46条の改

正規定は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成31年４月１日から施行する。 

２ 平成31年３月31日現在在学中の者（以下この項

において「在学者」という。）及び平成31年４月１

日以後において在学者の属する年次に編入学、再

入学又は転入学する者については、改正後の第10

条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、改正前の第10条の適用に

ついては、同条第２項中「グローバルコラボレー

ション科目」の次に 

 「国際性涵養教育系科目 

    グローバルイニシアティブ科目」 

 を加え、同条第５項中「及びグローバルコラボレ

ーション科目」とあるのは、「、グローバルコラボ

レーション科目及び国際性涵養教育系科目のグロ

ーバルイニシアティブ科目」と読み替えるものと

する。 

４ 薬学部薬科学科は、改正後の第２条の規定にか

かわらず、平成31年３月31日に当該学科に在学す

る者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存

続するものとする。 

５ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成31年
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度から平成35年度までの次表の左欄に掲げる学部

学科の収容定員は、それぞれ対応右欄に掲げると

おりとする。 
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左欄 右欄 

学部名 学科名 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 

収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 

薬学部 薬学科 205 260 315 370 425 

 

６ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成 31 年度から令和８年度までの医学部医学科の入学定員、編入

学定員及び収容定員並びに収容定員合計は、次表に掲げるとおりとする。 

学部名 学科名 平成31年度 令和２年度 令和３年度 

入学定員及び 

編入学定員 

収容定員 入学定員及び 

編入学定員 

収容定員 入学定員及び 

編入学定員 

収容定員 

医学部 医学科 100 650 100 650 ― 650 

 2年次編 

入学定員 

― 2年次編 

入学定員 

― 2年次編 

入学定員 

― 

計  1,330  1,330  1,330 

収容定員合計 13,381 13,436 13,491 

 

学部名 学科名 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

入学定員及び 

編入学定員 

収容定員 入学定員及び 

編入学定員 

収容定員 入学定員及び 

編入学定員 

収容定員 

医学部 医学科 ― 645 ― 640 ― 635 

２年次編 

入学定員 

― ２年次編 

入学定員 

― ２年次編 

入学定員 

― 

計  1,325  1,320  1,315 

収容定員合計 13,541 13,591 13,641 

 

学部名 学科名 令和７年度 令和８年度 

入学定員及び 

編入学定員 

収容定員 入学定員及び 

編入学定員 

収容定員 

医学部 医学科 ― 630 ― 625 

２年次編 

入学定員 

― ２年次編 

入学定員 

― 

計  1,310  1,305 

収容定員合計 13,636 13,631 

 

附 則 

この改正は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、令和２年１０月１日から施行する。 

２ 令和２年９月３０日現在理学部、工学部又は基礎工学部の化学・生物学複合メジャーコースに在学中の者

については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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別表１（略） 

別表２（略） 
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